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令和３年９月 16日 

 

三浦市内に所在する 

指定（介護予防）地域密着型サービス事業所 管理者  様 

 

三浦市 保健福祉部 高齢介護課 

 

 

地域密着型サービス事業者研修の周知方法の変更について 

 

平素より本市介護保険事業について適正な運営に御協力いただきありがとうございます。 

さて、神奈川県が実施主体である地域密着型サービス事業者研修（認知症介護実践者研修、

認知症介護実践リーダー研修、認知症対応型サービス事業管理者研修、認知症対応型サービ

ス事業開設者研修、小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修及び認知症介護基礎研

修）の周知方法につきましては、これまで当課から各事業所あてにＥメール

（hoken0201@city.miura.kanagawa.jp）にて周知していましたが、令和３年 10月１日以降

は、三浦市ホームページに研修申込等について掲載し、その旨を、介護情報サービスかなが

わのメール配信システムにて周知いたします。 

ホームページ掲載場所 

トップページ > くらしの案内 > くらしの便利ガイド > 高齢・介護 

 > 地域密着型サービス・居宅介護支援事業者 > 地域密着型サービス事業者研修 

http://www.city.miura.kanagawa.jp/kaigo/tiikimittyakugatakennsyuu/mokuji.html 

 

つきましては、周知方法が変更となりますので御注意ください。 

また、介護情報サービスかながわに配信用メールアドレスが正しく登録されていないと

配信メールが届きませんので、必ず事業所番号ごとにメールアドレスを正しく登録されま

すようお願いします。 

なお、令和３年９月 30 日までは、Ｅメール（hoken0201@city.miura.kanagawa.jp）と   

介護情報サービスかながわのメール配信システムを平行運用いたします。 

 

 

 

事務担当 高齢介護課  

介護保険グループ 藤田 

電話 046-882-1111（内線）363 
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